
北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会設置要綱
（目的）

第１条 高齢者や障害者をはじめ、すべての道民が公共的施設などを円滑に利用できる福祉のまちづくりを
すすめるため、「北海道福祉のまちづくり条例」第１５条に基づき、国、北海道、市町村、事業者及び
道民が一体となって福祉のまちづくりに取り組むことを目的として、北海道福祉のまちづくり推進連絡
協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（事業）

第２条 協議会は、福祉のまちづくりが推進されるよう、次の各号に掲げる事項について連絡協議を行う。

(1) 福祉のまちづくりの普及啓発に関する事項

(2) 福祉のまちづくりに関し関係団体間及び行政機関との情報交換、連絡調整に関する事項

(3) その他、福祉のまちづくりの推進に資する事項

（協議会の構成等）

第３条 協議会は、建築、経済・労働・金融、交通、社会福祉・医療等の各分野を代表する団体及び行政機
関等（以下「構成団体」という。）をもって構成する。

２ 協議会の構成員は、構成団体から選出されるものとする。

３ 協議会には、会長及び副会長を置き、構成員の中から互選する。

４ 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

６ 協議会は、会長が招集する。

（幹事会）

第４条 協議会に、協議会の円滑な運営に資するため幹事会を置く。

２ 幹事会は、会長が指名する構成団体で構成する。

３ 幹事会は、会長が会務を総理する。

４ 幹事会は、会長が招集する。

（北海道福祉のまちづくりワーキンググループの設置）

第５条 福祉のまちづくりに関し、当面する課題などを検討するため、北海道福祉のまちづくりワーキング
グループ(以下｢ワーキンググループ｣という。)を設置することができる｡

２ ワーキンググループに属すべき構成団体は会長が指名する。

３ ワーキンググループにおける検討内容は､毎年度、幹事会で決定する｡

４ ワーキンググループには、必要がある場合、構成員以外の者を加えることができる。

（関係者の意見聴取）

第６条 協議会は必要により関係者の意見を聴くことができる。

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、北海道保健福祉部福祉局地域福祉課において行う。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１０年６月１２日から施行する。

この要綱は、平成１４年７月１６日から施行する。

この要綱は、平成１５年９月１２日から施行する。

この要綱は、平成１８年５月１９日から施行する。

この要綱は、平成２６年３月２７日から施行する。

この要綱は、平成２９年４月 １日から施行する。


